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１ 監査の種類 
 （１） 財政援助団体等監査 
（２） 根拠法令 地方自治法第１９９条第７項 

 
２ 監査の対象 
（１） 富士宮市新稲子川温泉ユー・トリオ 

指定管理者  株式会社サンアメニティ 
所 管 課  産業振興部 観光課 

 
（２） 富士宮市柚野の里活性化施設 

指定管理者  大鹿窪区 
      所 管 課  産業振興部 農業政策課 
 
３ 監査の範囲 
   令和５年度に執行された公の施設の管理にかかる事務の執行及び業務管理運営状況について 
 
４ 監査の実施期間 
    令和６年１０月７日から令和６年１２月１７日まで 
 
５ 監査の主な着眼点 
（１） 所管課関係 

   ア 公の施設の管理を行わせる団体の指定は、関係法令等に根拠をおいているか。 
  イ 指定管理者の指定は、適正・公正に行われているか。 
  ウ 管理に関する協定等の締結は、適正に行われているか。 
  エ 協定書等には必要事項が適正に記載されているか。 
  オ 指定管理者に対する指導監督は適切に行われているか。 
（２） 指定管理者関係 

ア 施設は関係法令等の定めるところにより適切に管理されているか。 
イ 協定等に基づく義務の履行は適切に行われているか。 
ウ 公の施設の管理に係る会計処理は適正に行われているか。 
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６ 監査の方法 
富士宮市監査基準に基づき、公の施設の指定管理に係る出納その他の事務の執行が目的に沿っ

て行われているか所管課に調査票及び協定書等関係書類の提出を求め、書類審査を行うとともに、

所管課職員からの説明聴取を実施しました。 
 
７ 監査の結果 
 （１）富士宮市新稲子川温泉ユー・トリオ 
   監査の結果、概ね適正に執行されていましたが、次の事項について検討、改善を要望します。 

ア 施設について平成２８年に大規模な改修が行われましたが、設置から年数が経過しており、

施設及び設備の維持管理業務が非常に重要となっています。指定管理者が日常の点検を欠か

さず行い、不具合等があれば迅速に報告できるよう体制を整えておくこと。 
  また、指定管理者が行った修繕の場所、機器等の資料提出を求め、修繕が多い場所や傷み

やすい箇所を把握し、修繕時期の予測や点検強化等に活用すること。 
 イ 防火管理者の設置、消防計画や避難計画の作成を確認しています。また災害時には連絡を

密に行い、計画に沿った避難、利用者の安全を確保することができています。今後も適時消

防計画等を確認し、避難訓練、消防訓練を実施するなど利用者が安全に利用できるよう努め

ること。 
 ウ 毎月の入場者数の確認をするに加えて、定期的に収支の報告を受け運営状態の分析を行い、

社会情勢を鑑みた適正な利用料金の設定を検討していくこと。 
 
（２）富士宮市柚野の里活性化施設 
  監査の結果、前回監査の要望事項を含め、概ね適正に執行されていましたが、次の事項につい

て検討、改善を要望します。 
ア 防火管理者が配置され消防計画も確認しており、防災訓練の実施も確認しています。区長

が防火管理者となっているため、区長交代に伴う防火管理者の変更については、消防計画を

含め確実に引継ぎを行うこと。併せて訓練の方法を検討し、地域の防災防火意識が高まるよ

う努めること。 
イ 施設及び設備の維持管理について、令和７年度より建築設備点検業務を指定管理者が行う

よう念書が交わされました。今後、隣地の大鹿窪遺跡が完成し利用者が訪れることが予想さ

れることから、担当課を含め施設の活用方法を検討していくこと。 
ウ 報酬等の支払いについて、支払規定を整備し税法等の手続きについて税務署に確認し、正

確な処理が行われるよう配意すること。 
エ 備品台帳について、購入や廃棄等で変更があった場合は漏れなく台帳を更新させ、決算報

告時に提出を求め、台帳に基づき点検を行うこと。 
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８ 施設の概要 
（１）富士宮市新稲子川温泉ユー・トリオ 
施 

設 

の 

概 

要 

所 在 地 富士宮市上稲子１２１９番地 
設 置 時 期 平成６年３月 
設 置 目 的 地域観光の振興及び市民の健康の増進を図る。 
施 設 の 人 員 ８人 

指 

定 

管 

理 

の 

状 

況 

選 定 方 法 公募 
指 定 期 間 令和５年４月１日 から 令和１０年３月３１日まで 

管理者の業務 

１ ユー・トリオの入場者に関する業務 
２ ユー・トリオの施設及び設備の維持管理に関する業務 
３ ユー・トリオの利用にかかる料金に関する業務 
４ ユー・トリオの管理に関し市長が特に必要と認める業務 

指 定 管 理 料 ２６，５１０，０００円 

収入支出の状況 
収 入 額 ４９，６４８，８１２円 
支 出 額 ５０，２７９，０５５円 
収支差引額   △６３０，２４３円（※令和５年度実績） 

 

 

（２）富士宮市柚野の里活性化施設 

施 
設 
の 
概 

要 

所 在 地 富士宮市大鹿窪１５５６番地  
設 置 時 期 平成２３年６月（静岡県より譲渡） 

設 置 目 的 農村地域の活性化及び地域間交流の促進を図る。 

施 設 の 人 員 ２３人 

指 

定 

管 

理 

の 

状 

況 

選 定 方 法 選考 
指 定 期 間 令和２年４月１日 から 令和７年３月３１日まで 

管理者の業務 

１ 活性化施設の使用の許可等に関する業務 
２ 活性化施設の施設及び設備の維持管理に関する業務 
３ 活性化施設の管理に関し市長が特に必要があると認める 

業務 
指 定 管 理 料         ７７５，０００円 

収入支出の状況 

収入額    ９２６，７６１円 
支出額    ９０９，７９２円 
収支差引額   １６，９６９円 （※令和５年度実績） 

 


